
 

【参考資料】          抗議の取り扱いについて（2019競技規則改正案） 

１．基本的考え方                                                                    

  ① 抗議については採用しない。 

【理由】 １）抗議の認定条件また認定後の対応等、詳細な規定の整備が困難。 

２）規定が整備できた場合でも、都道府県・ブロックで開催する各種大会において、規定に則り速やかに対応できる 

機関設置が困難。 

３）全ての大会（特にU18/15/12）において保証金の設定は現実的ではない。 

４）全ての大会において証拠として認定する公式映像の採用が困難、等。 

  ② 当分の間は、抗議に繋がる重大なトラブル防止のための取り組むべき対策を最優先し実施する。 

  ③ ただし、大会要項において上記１①１）～４）で示した対応が適切に実施できる大会においては、JBAの承認により採用 

する事ができる。 

２．抗議に繋がる重大なトラブル防止のために取り組むべき対策                                          

① JBAとして取り組むべき対策 

     １）審判員のレベルアップ 

試合におけるスコアおよびクロックを訂正する権限があるため、判定だけでなく、スコア・クロックの管理も含めたTOとの連携 

に関するマニュアルを作成し研修等で周知徹底していく。 

    ２）TOのレベルアップ 

スコアシートの記載、スコアの表示、クロックの管理等を行うTO業務がスムーズに遂行できるように、また、TO技術とともに 

TO同士またTOと審判員との緊密な連携についても示したTOマニュアルを作成し、研修に向けたカリキュラムを構築する。 

  ② 主催団体として取り組むべき対策 

大会責任者としてスムーズな大会運営を行うため、TO育成に向けた研修会の実施、また実際にTOを行うU18/15/12 

補助役員のサポートのためTO主任の設置およびTO主任研修の実施。そして重大なトラブルが発生した場合の速やかな 

対応ができる体制作り。 

  ③ チーム（コーチ）として取り組むべき対策 

試合（大会）のスムーズな進行に協力し、自チームに不利益とならないように、試合（大会）を成立させるため、 

１）速やかにミスに対応できるようにコーチ自身もスコアおよびクロックの管理についての意識を高める。 

２）コーチ自身が確認できない場合もあるため、スコアブックを記載するマネージャー等の指導育成をチームで実施。 

３）明らかなミスがあった場合は、最初のボールデッドになった時、速やかにTOに確認を行う。ただし、プレー続行中にTOに 

確認を行うと、TOが更にミスをする可能性があるため避けなければならない。また、時間が経ってからの確認は審判・TOと 

もに確証がない可能性が高くなるため速やかな確認が必要。 

３．重大なトラブルが発生した場合の対応                                                     

① 重大なトラブル発生時、主催団体（都道府県協会および都道府県連盟等）は速やかに審判委員会、TO委員会および担 

当審判、担当TOと連携し、以下を進めていく。 

  ② 事実確認 

     客観的事実に基づき事実確認を行う（証言だけでなく映像等により客観的事実の確認） 

③ 事実確認に基づき原因の究明 

     原因の明確化（上記２①～③で示した取り組むべき対策を基に原因を明確にする） 

④ 再発防止 

     上記３③を基に、再発防止のための具体的方策および各種指導（審判員含め）等の対応協議。 

⑤ 上記３②～④を明確にした上で、競技規則44-2-6、46-9に則り、成立した試合における得点等の訂正等は行わない。 

４．バスケットボールの価値を高めるために                                                        

試合（大会）は、主催団体、チーム（選手・コーチ）、審判員、TOが各々の責任を果たし、お互いが協力する事で成立する。 

そのためには、インテグリティの精神（誠実さ、真摯さ、高潔さ）に則り行動する事が重要である。 

JBAの理念【バスケで日本を元気に】を実現するためには、バスケットボールに関わるバスケットボールファミリー全員がバスケットボー

ルの価値を高めていくため、協力していく事が必要である。 


